
 

平成２６年１２月５日 

国土交通省四国地方整備局 

 

国道１９２号 災害対策基本法に基づく路線の指定について 

 

 

積雪のため、緊急通行車両の通行を確保することを目的として、災害対策基本法第７６条

の６第１項の規定に基づき、下記の区間を８時４０分に指定しました。当該区間においては、

道路啓開作業を実施し、放置車両や立ち往生車両等の移動を行います。 

 

記 

 

路線名 指定する区間 

国道１９２号 愛媛県四国中央市金田町～徳島県三

好市池田町 

 

 

〈問い合わせ先〉 

国土交通省四国地方整備局 道路調査官 田中 

    道路計画課長 藤浪 

ＴＥＬ  ０８７－８１１－８３２２  

 

緊急車両の通行を確保するため、災害対策基本法に基づき、国道
１９２号愛媛県四国中央市金田町～徳島県三好市池田町間を区間
指定し、放置車両・立ち往生車両の移動等の作業を実施します 



愛媛県四国中央市金田町～徳島県三好市池田町
全面通行止め L=17.9km

（一般国道192号 43k200～61k100）

Ｎ

位置図

徳島県

愛媛県

状況写真

12/5（金）8:00

12/5（金）8:00

国道１９２号（愛媛県四国中央市～徳島県三好市）
における災害対策基本法に基づく指定の範囲



●災害対策基本法の一部を改正する法律

法律の概要

※資料は、内閣府記者発表資料より引用
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